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（仮称）南風原町民体育館ＰＦＩ導入可能性調査委託業務

公募型プロポーザル方式実施要領

この実施要領は、南風原町が実施する「（仮称）南風原町民体育館ＰＦＩ導入可能性調

査委託業務」の委託候補者を選定する公募型プロポーザル方式に関して必要な事項を定め

るものである。

１．業務名

（仮称）南風原町民体育館ＰＦＩ導入可能性調査委託業務

２．業務期間

契約締結日から令和６年２月14日まで

３．業務内容

別紙「（仮称）南風原町民体育館ＰＦＩ導入可能性調査委託業務仕様書」のとおり

４．委託金額の上限額

9,460,000円（消費税及び地方消費税含む）

５．選定方法

事業者については、競争性を確保するとともに、企画提案能力及び事業遂行能力等

についても選定の判断材料とするため、本業務に関する提案を広く募集する公募型プ

ロポーザル方式により選定する。

６．参加資格

本プロポーザルへの参加者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当

しないこと。

（２）参加表明書提出期間において、国、県及び市町村から指名停止等の措置を受

けていないもの。

（３）参加表明書提出期間において、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条

の規定による更正手続き開始の申立て又は、民事再生法（平成11年法律第255

号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であるこ

と。

（４）参加表明書提出期間において、会社法（平成17年法律第86号）第475条若し

くは第644条の規定に基づく精算の開始又は破産法（平成16年法律第75条）第1

8条若しくは第19条の規定に基づく破産手続き開始の申立てがなされていない

者であること。

（５）国税及び地方税を滞納していない者であること。
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（６）南風原町暴力団排除条例（平成23年条例第８号）に定める暴力団及び暴力団

員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

（７）仕様書に示す業務の実施に必要な知識と能力を有すること。

（８）平成30年度から令和４年度までに、公共施設等の整備等に関する事業に係る

民間活力の導入可能性に関する調査業務の元請けとしての受注実績を３件以上

有すること。

７．実施スケジュール

本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。

（１）実施要領の公開 令和５年５月15日（月）

（２）質問書の提出期限 令和５年５月23日（火）午後４時

（３）質問に対する回答の掲示 令和５年５月25日（木）

（４）参加表明書の提出期限 令和５年５月23日（火）午後４時

（５）参加資格有無の通知 令和５年５月25日（木）

（６）企画提案書等の提出期限 令和５年６月12日（月）午後４時

（７）一次審査（書類審査） 令和５年６月19日（月）

（８）一次審査結果通知 令和５年６月20日（火）

（９）二次審査（プレゼンテーション） 令和５年６月28日（水）

（10）二次審査結果通知 令和５年６月30日（金）

（11）契約締結予定 令和５年７月４日（火）

８．参加意思の確認

本プロポーザルに参加を希望する者は、次により申請し、参加資格の確認を受ける

ものとする。

（１）提出書類 別紙「参加表明書及び企画提案書作成要領」（以下「作成要領と

いう。）参照

（２）提出期限 令和５年５月23日（火）午後４時まで（必着）

（３）提出部数 １部

（４）提出方法 持参又は郵送（書留での郵送に限る）による。

（５）提出場所 下記14に記した「問合せ・提出先」まで。

（６）資格審査 参加資格の有無については、後日電子メールにより通知する。

（７）その他 期限までに参加表明書等の提出がない場合は、不参加とみなす。

９．質問事項の受付

実施要領に関する質問は、次により行うものとする。

（１）提出書類 質問書（様式第３号）※押印不要

（２）提出期限 令和５年５月23日（火）午後４時まで（必着）

（３）提出方法 電子メールによる。

※送信後は、必ず電話で到達確認をすること。

※メールのタイトルには【質問書（会社名）】（仮称）南風原
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町民体育館ＰＦＩ導入可能性調査委託業務と表記すること。

※電話及び直接来庁による質問には応じない。

（４）提出場所 下記14に記した「問合せ・提出先」の電子メールアドレスまで。

（５）回答方法 参加表明をした全ての事業者に対し、令和５年５月25日(木)まで

に電子メールで回答する。なお、審査内容に関する質問には回答行

わない。

10．企画提案書等の提出
企画提案書等は、次のとおり提出すること。

（１）提出書類 別紙「作成要領」参照

（２）提出期限 令和５年６月12日（月）午後４時まで（必着）

（３）提出部数 ８部（正本１部、副本７部）

（４）提出方法 持参又は郵送（書留での郵送に限る）による。

（５）提出場所 下記14に記した「問合せ・提出先」まで。

（６）留意事項

１）提出できる企画提案書等は、１参加者につき１案とする。

２）提出期限までに提出しない場合は、辞退したものとみなす。

３）町が企画提案書等を受理した後は、これを書換え又は撤回することはで

きない。

11．委託事業者の選定
（１）審査の方法

委託事業者の選定は、次のとおり行うものとする。

１）事業者選定委員会の設置

企画提案書に係る提案内容の審査、事業者の選定は、南風原町が定

める（仮称）南風原町民体育館ＰＦＩ導入可能性調査委託業務に係る

公募型プロポーザル方式事業者選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）が行う。選定委員会の委員は６名で組織する。

２）一次審査

上記８に記した参加資格を有する事業者が５者を超える場合は、選

定委員会において企画提案書等による書類審査を令和５年６月19日

（月）に行う。一次審査通過は５者以内とする。一次審査の結果につ

いては、令和５年６月20日（火）までに電子メールで通知する。二次

審査は一次審査通過者のみとする。

上記８に記した参加資格を有する事業者が５者以内の場合は、一次

審査は行わず、二次審査からとする。一次審査を行わない場合は、令

和５年６月20日（火）までに電子メールで通知する。

３）二次審査（プレゼンテーション）

事業者の選定にあたり、プレゼンテーションを下記のとおり実施し、

選定委員会による審査を行う。
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①開 催 日 令和５年６月28日（水）

②場 所 南風原町役場４階会議室（産業振興課向かい）

③時 間 ３０分程／者

④出 席 者 最大３名まで

⑤実 施 方 法 １者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は、

説明２０分、質疑１０分の合計３０分とする。また、

プレゼンテーションで使用する機材としてプロジェク

ター、スクリーンは南風原町にて準備を行う。パソコ

ン及びデータ等は参加者で持参すること。

⑥そ の 他 タイムスケジュール等の詳細については、後日通知

する。

（２）委託候補者の決定

選定委員会において、各事業者の企画提案内容について審査し、別添評価

表に基づき採点を行う。各委員の評価点の合計点数が最も高い者を委託候補

者、次点の者を次席者として選定する。なお、最高点の者が複数の場合は、

参考見積書の金額が最も安価な者を委託候補者として選定する。さらに、金

額も同額の場合については、当該者は当初提案の金額の範囲内で参考見積書

を再作成し、再提出された参考見積書の金額が最も安価な者を委託候補者と

して選定する。

応募が１者のみの場合でも、プレゼンテーションを実施し、委員の多数決

により委託候補者としての可否を決定する。上記にかかわらず、合計点数が

評価基準点数全体の６０％未満の場合には委託候補者として選定しない。

（３）失格となる場合

次のいずれかに該当するときは、失格とする。

１）本実施要領で定めた内容に適合しないとき。

２）提出書類に記載すべき事項が記載されていないとき。

３）提出書類に不備や不足があったとき。

４）提出書類に虚偽の記載があったとき。

５）選定結果に影響を与えるような不正を行ったとき。

６）その他不適切な事項があると判断されるとき。

（４）審査結果の通知及び公表

審査の結果は、令和５年６月30日（金）に二次審査に参加した事業者に対

し書面により通知する。また、南風原町ホームページに掲載を行う。なお、

選定に関する異議申立て等は一切受け付けないものとする。

12．契約の締結
二次審査によって委託候補者を決定した後、次のとおり協議し契約締結を行う。

（１）仕様書の調整

仕様書の内容は、提案された内容が基本となりますが、必要に応じて、委

託候補者と事業担当課で業務契約を締結するための仕様書等の調整を行い、
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予算の範囲内で契約内容を確定する。

（２）見積書の提出

委託候補者は確定した仕様書に基づいて、契約を行うための正式な見積書

を提出する。

（３）契約書の締結

委託候補者を契約の相手方とし、随意契約にて契約を締結する。ただし、

協議が不成立の場合は、次席者を委託候補者とする。

13．その他の注意事項
（１）参加事業者は、企画提案書等の提出をもって、本プロポーザル実施要領の記

載内容に同意したものとする。

（２）本プロポーザルへの参加に対し必要な費用は、全て参加事業者の負担とする。

（３）提出後の書類等について、資料の追加や差し替えは不可とし、採用、不採用

にかかわらず返却は行わない。

（４）提出された書類等は、本プロポーザルの審査以外には無断で使用しない。

（５）提出書類の著作権は参加者に帰属する。

（６）提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の

権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負うもの

とする。

（７）契約締結までは契約が確定していないことに十分留意し、関係者とトラブル

のないようにすること。

（８）本プロポーザルに参加するに当たって得られた情報について、参加者は守秘

義務を負うものとする。

（９）プロポーザルの参加を辞退する場合は、辞退届（任意）を提出すること。プ

ロポーザルの参加を辞退しても、これを理由として今後の指名などで不利益な

扱いを受けることはない。

（10）審査内容及び審査経過については、公開しないものとする。

14．問合せ・提出先
本件に関する書類の提出先及び質問先。

（１）担 当 南風原町都市整備課公園整備班（担当：大城、山城）

（２）住 所 〒901-1195 沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地

（３）電 話 098-889-1632（直通）

（４）Ｆ Ａ Ｘ 098-889-7657

（５）電子メール H8891632@town.haebaru.lg.jp（都市整備課）


